
相
　
　
談

採
　
　
用

教
室・講
座

健
　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

子
育
て

教
室・講
座

催
　
　
し

募
　
　
集

施
　
　
設

みっきぃナビみっきぃナビ

　
次
の
対
象
者
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予

防
接
種
が
無
料
に
な
り
ま
す
。
高
齢
者
や

重
症
化
の
危
険
性
が
高
い
方
は
早
め
に
受

け
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象
者（
市
に
住
民
票
が
あ
り
、接
種

日
に
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
）

　
①
満
65
歳
以
上
の
方

　
②
心
臓
、じ
ん
臓
、呼
吸
器
機
能
、ヒ
ト

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機

能
の
い
ず
れ
か
に
障
が
い
が
あ
り
、

㋐
㋑
㋒
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
　
㋐
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、身
体
障

害
者
手
帳
１
級
相
当
の
方

　
　
㋑
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、身
体
障

害
者
手
帳
2
級
相
当
の
方

　
　
㋒
60
歳
未
満
で
、身
体
障
害
者
手
帳

1
級
ま
た
は
2
級
相
当
の
方

▼
接
種
方
法

　【
①
、②（
㋐
）の
方
】

　
医
療
機
関
に
直
接
問
い
合
わ
せ
て
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、市
外（
加

東
市
、小
野
市
、西
脇
市
、加
西
市
、多

可
町
、三
田
市
を
除
く
）の
医
療
機
関

で
接
種
す
る
場
合
は
、必
ず
事
前
に
健

康
増
進
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

　【
②（
㋑
、㋒
）の
方
】

　
・左
記
窓
口
に
身
体
障
害
者
手
帳
を
持

参
の
う
え
申
請
し
、市
内
医
療
機
関

に
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い（
無
料
券
を

後
日
送
付
し
ま
す
）。

　
・市
外
の
か
か
り
つ
け
医
療
機
関
で
接

種
す
る
場
合
は
払
い
戻
し
ま
す
の
で
、

領
収
書
と
振
込
先
の
口
座
番
号
が
わ

か
る
通
帳
、障
害
者
手
帳
を
持
っ
て

左
記
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
接
種
回
数

　
１
回（
た
だ
し
13
歳
未
満
は
2
回
）

▼
接
種
期
間

10
月
15
日
㈯
〜
令
和
5
年
1
月
31
日
㈫

問・申
請

　・（市）
健
康
増
進
課（
総
合
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
）

☎
8
6
‐
0
9
0
0

　・（市）
吉
川
支
所
健
康
福
祉
課（
吉
川
健

康
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
7
2
‐
2
2
1
0

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
費
用
を
助
成

健康

　

戦
後
75
周
年
に
当
た
り
、今
日
の
平
和

と
繁
栄
の
礎
と
な
っ
た
戦
没
者
な
ど
の
尊

い
犠
牲
に
思
い
を
い
た
し
、国
が
改
め
て

弔
慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、戦
没
者
な
ど

の
ご
遺
族
に
特
別
弔
慰
金（
記
名
国
債
）を

支
給
し
ま
す
。

　
第
10
回
の
特
別
弔
慰
金
を
受
け
ら
れ
て

い
た
方
も
請
求
が
必
要
で
す
。

▼
対
象
者

　
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族

で
、令
和
2
年
4
月
1
日（
基
準
日
）に

お
い
て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助

料
」や「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

法
に
よ
る
遺
族
年
金
」な
ど
を
受
け
て

い
る
方（
戦
没
者
な
ど
の
妻
や
父
母
な

ど
）が
い
な
い
場
合
に
、次
の
順
位
が

高
い
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給

⑴
令
和
2
年
4
月
1
日
ま
で
に
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ

る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た

方
⑵
戦
没
者
な
ど
の
子

⑶
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
、②
孫
、③

祖
父
母
、④
兄
弟
姉
妹（
戦
没
者
な

ど
の
死
亡
当
時
、生
計
関
係
を
有
し

て
い
る
こ
と
な
ど
の
要
件
に
よ
り
、

順
位
が
変
わ
り
ま
す
）

⑷
上
記
⑴
〜
⑶
以
外
の
戦
没
者
な
ど

の
三
親
等
内
の
親
族（
甥
・
姪
な
ど
）

（
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
を
有

し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
）

▼
支
給
額

　
額
面
25
万
円
、５
年
償
還
の
記
名
国
債

▼
請
求
期
間

　
令
和
5
年
3
月
31
日
㈮
ま
で

（
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
第
11
回
特
別

弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
）

問・請
求

　
・（市）
福
祉
課
生
活
支
援
係（
吉
川
町
以

外
の
方
）

　
・（市）
吉
川
支
所
健
康
福
祉
課（
吉
川
町

の
方
）

第
11
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
は
お
済
で
す
か
？

弔慰金

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

▲ ホームページ
はこちら

▲ ホームページ
はこちら

2
1
0

4
月
の
診
療
報
酬
改
定
に
よ
り
、「
初

期
の
治
療
は
地
域
の
医
院・診
療
所（
か
か

り
つ
け
医
）で
、高
度
・
専
門
治
療
は
病
院

で
行
う
」と
い
う
医
療
機
関
相
互
の
役
割

分
担
や
業
務
連
携
を
推
進
す
る
た
め
、当

医
療
セ
ン
タ
ー
で
も
、10
月
か
ら
加
算
料

金（
選
定
療
養
費
）が
次
の
よ
う
に
変
更
し

ま
す
。

▼
初
診
時
選
定
療
養
費（
紹
介
状
を
持
っ

て
い
な
い
場
合
に
保
険
診
療
費
と
は
別

に
負
担
す
る
初
診
時
の
加
算
料
金
）

・医
科　
7
，
7
0
0
円

　
　
　
　
（
変
更
前　
5
，
5
0
0
円
）

・歯
科　
5
，
5
0
0
円

　
　
　
　
（
変
更
前　
3
，
3
0
0
円
）

▼
再
診
時
選
定
療
養
費（
病
状
が
安
定
し

て
い
る
方
は
地
域
の
医
院
・
診
療
所
へ

紹
介
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、引
き

続
き
当
医
療
セ
ン
タ
ー
で
の
受
診
を
希

望
す
る
場
合
に
保
険
診
療
費
と
は
別
に

負
担
す
る
再
診
時
の
加
算
料
金
）

・医
科　
3
，
8
5
0
円

　
　
　
　
（
変
更
前　
2
，
7
5
0
円
）

・歯
科　
2
，
0
9
0
円

　
　
　
　
（
変
更
前　
1
，
6
5
0
円
）

▼
選
定
療
養
費
の
対
象
の
拡
大

　
当
医
療
セ
ン
タ
ー
に
通
院
中
の
方
で

他
の
診
療
科
を
受
診
す
る
場
合
も
、初

診
時
選
定
療
養
費
の
負
担
の
対
象
に
な

り
ま
す
。
現
在
通
院
中
の
診
療
科
か
ら

院
内
紹
介
で
他
の
診
療
科
を
受
診
す
る

場
合
や
他
の
医
療
機
関
か
ら
の
紹
介
状

が
あ
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

問・申
込  

北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

☎
8
8
‐
8
8
0
0

　
三
木
市
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
の

策
定
に
当
た
り
、ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実

施
し
ま
す
。

▼
調
査
方
法

・15
歳
以
上
の
市
民
１
，
０
０
０
人（
無

作
為
抽
出
）を
対
象
に
郵
送
に
よ
る
実

施
調
査
票
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
る
回
答
を
依
頼
し
ま
す
。

・市
内
に
居
住
ま
た
は
市
内
で
事
業
を

行
う
個
人
ま
た
は
事
業
者
の
う
ち
地

球
温
暖
化
に
興
味
の
あ
る
方
は
、下
記

の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
回
答
で
き
ま

す（
内
容
が
異
な
り
ま
す
の
で
、そ
れ

ぞ
れ
回
答
可
能
）。

▼
期
間

10
月
31
日
㈪
ま
で

問  

（市）
生
活
環
境
課

環
境
政
策・消
費
者
行
政
係

北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

紹
介
状
な
し
受
診
の
加
算
料
金
増
額
に
つ
い
て

地
球
温
暖
化
問
題
に
関
す
る
市
民
・
事
業
者
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

健康・医療

調査

▲ ホームページ
はこちら

▲ 市民向け
　アンケート

▲ 事業者向け
　アンケート

環
境
政
策・消
費
者
行
政
係
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新型コロナウイルス感染症防止のため、変更・中止になる場合があります。
最新の情報は電話やホームページなどでご確認ください。
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市
内
最
高
齢
者
の
和
田
と
め
を
さ
ん

（
1
0
8
歳
・
女
性
）を
仲
田
市
長
が
表
敬

訪
問
し
、長
寿
を
お
祝
い
し
ま
し
た
。

　
和
田
さ
ん
に
長
生
き
の
秘
訣
を
伺
う
と

「
の
ん
び
り
と
、家
の
中
で
も
ケ
ン
カ
せ

ず
、笑
っ
て
暮
ら
す
こ
と
。
感
謝
の
気
持

ち
を
も
つ
こ
と
。」と
元
気
に
答
え
ら
れ
ま

し
た
。

問
（市）
福
祉
課
総
務・高
齢
者
福
祉
係

最
高
齢
者
を
表
敬
訪
問
し
ま
し
た

高齢者福祉


